
業務アドバイザーの公募について 

 

公益財団法人静岡県産業振興財団 

 

当産業財団では、2050 年カーボンニュートラルや 2030 年の温室効果ガス排出削減目標達成に

向けて、脱炭素化や省エネへの取組が遅れている県内中小企業の支援体制を構築し、脱炭素化を

推進するための業務アドバイザーを下記のとおり公募します。 

 

業 務 名 中小企業脱炭素化推進事業に関わるアドバイザー業務 

契 約 期 間 契約締結の日から令和 5年 3月 31日まで 

業 務 内 容 

①静岡県企業脱炭素化推進フォーラムの組成及び運営 

 脱炭素化に向けた産学官金の連携体制を構築し、企業脱炭素化支援センター 

の有する支援情報等の提供や県内企業の取組事例の共有などを図るため、 

「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム」を組成し、運営に寄与する。 

②脱炭素化・省エネの普及啓発及び人材育成 

  脱炭素化・省エネの普及啓発や人材育成を目的としたセミナーや研修等実施

する。 

③中小企業の脱炭素化・省エネ相談 

県内中小企業の脱炭素化に関連する相談に対応し、企業の脱炭素化や省エネ

への取組を総合的に支援する「企業脱炭素化支援センター」の運営に寄与す

る。 

④中小企業脱炭素化・省エネ調査等 

 中小企業の脱炭素化の取組に関する実態調査や事例集の作成、中小企業脱炭

素化推進に関する戦略（取組方針）策定に寄与する。 

⑤各種報告 

「業務月報」、「年間活動報告書」、「相談対応の分類及び結果の取りまとめ」等

の作成・提出を行う。 

⑥その他 

県内企業等の脱炭素化・省エネ化推進に必要と認める業務を実施する。 

業 務 場 所 公益財団法人静岡県産業振興財団（静岡市葵区追手町 44-1 4階） 

応 募 資 格 

①中小企業診断士、技術士、エネルギー管理士の何れかの資格を有する者 

②パソコン（Word、Excel、PowerPoint、Eメール等）で業務を行う能力・ 

  経験を有する者 

③企業や外部支援機関、各種専門家などとの調整、折衝、交渉を支援する 

能力と 10年程度の実務経験が有ること。 

④静岡県の産業施策を理解し、専門的知見や能力等を最大限活かしながら、 

その遂行に積極的に協力できる者 

⑤公序良俗に反する活動を行う等、アドバイザーとして不適切な者でない 

こと。 

報 酬 等 

①報酬日額  財団が定める定額 

②通勤手当  産業財団給与規定に準ずる 

③出張旅費  産業財団旅費規定に準ずる 



募 集 人 数 １名程度 

選 考 方 法 
書類選考 

必要に応じ、面接する場合があります。（書類選考通過者のみ） 

提 出 書 類 
履歴書（市販の用紙に写真貼付） 

※提出された書類は返却いたしません。 

応 募 締 切 令和 4年 10月 21日（金）（※12時必着） 

送 付 先 

〒450-0853 静岡市葵区追手町 44－1 静岡県産業経済会館４階 

公益財団法人静岡県産業振興財団  イノベーション推進部宛 

 ※封筒の表に「業務アドバイザー応募書類在中」と朱書きしてください 

問 合 せ 先 
公益財団法人静岡県産業振興財団 イノベーション推進部（担当：川島） 

TEL：054－273-4437 ／ FAX:054－251-3024 

 


